
消費税改正に関する対応のお知らせ 

 

 

2019 年 10 月 1 日 

一般社団法人サステナブル経営推進機構 

 

消費税率が 2019 年 10 月から 10%に引き上げられることに伴う、エコリーフ環境ラベルプログラムの

対応についてお知らせいたします。 

 

１．PCR 認定料 

PCR 認定料（事前レビュー有り） 2019 年 10 月 1 日公開分より 10%を適用 

PCR 認定料（事前レビュー無し） 2019 年 10 月 1 日公開分より 10%を適用 

 

２．検証料 

エコリーフ検証料 2019 年 10 月 1 日合格分より 10%を適用 

CFP 検証料 2019 年 10 月 1 日合格分より 10%を適用 

 

３．算定ツール貸与料 

算定ツール貸与料 2019 年 10 月 1 日貸与分より 10%を適用 

 

４．登録公開料（製品売上単位・宣言単位） 

登録公開料（製品売上単位） 2019 年 10 月 1 日登録公開申請分より 10%を適用 

登録公開料（宣言単位） 2019 年 10 月 1 日登録公開申請分より 10%を適用 

 

５．システム認証審査料 

システム認証審査料 2019 年 10 月 1 日公開分より 10%を適用 

 

6．登録レビューア・システム内部検証員・システム認証審査員の登録管理業務 

試験料 2019 年 10 月 1 日実施分より 10%を適用 

研修受講料 2019 年 10 月 1 日実施分より 10%を適用 

登録料 2019 年 10 月 1 日登録・維持申請分より 10%を適用 

 

７．認証機関の登録管理業務 

システム認証機関登録料 2019 年 10 月 1 日登録・維持申請分より 10%を適用 

 

８．研修会／個別相談関係 

プログラム算定研修会受講料 2019 年 10 月 1 日実施分より 10%を適用 

プログラム個別相談料 2019 年 10 月 1 日実施分より 10%を適用 



 

９．ＰＣＲ原単位チェック料 

PCR 原単位チェック料 2019 年 10 月 1 日公開分より 10%を適用 

 

１０．各種認定証・登録証 

宣言認定製品認定証 2019 年 10 月 1 日申請分より 10%を適用 

登録証 2019 年 10 月 1 日申請分より 10%を適用 

 

 

以上 


